
一. 日本産業再興プラン

５．立地競争力の更なる強化

ⅱ）残された集中取組期間における国家戦略特区の加速的推進
b)更なる規制改革事項等の実現

（遠隔診療や小型無人機等の「近未来技術実証」の推進）

➀テレビ電話を活用した薬剤師による服指導の対面原則特例
・処方薬について、薬剤師は対面で服薬指導を行うこととされているが、遠隔診

療のニーズに対応するため、医療機関や薬局といった医療資源が乏しい離島、へき
地について、遠隔診療が行われた場合の薬剤師による服薬指導の対面原則の例外と
して、国家戦略特区においては実証的に、対面での服薬指導が行えない場合にテレ
ビ電話を活用した服薬指導を可能とするよう、法的措置を講ずる。
・あわせて、本特例において、民間事業者等による医薬品の配達が可能であるこ

とを明確化するための所要の措置を講ずる。
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（３）新たに講ずべき具体的施策


